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民 間 流 通 麦 の 入 札 業 務 細 則 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 

 令 和 ３ 年 ５ 月 に 開 催 さ れ た 第 46 回 民 間 流 通 連 絡 協 議 会 に お

い て 、令 和 ４ 年 産 民 間 流 通 麦 の 入 札 か ら 入 札 書 へ の 代 表 者 印 の

押 印 を 求 め な い こ と が 決 定 さ れ ま し た 。  

 

 こ れ を 踏 ま え て 「 民 間 流 通 麦 の 入 札 業 務 細 則 」 の 一 部 改 正

を 行 い ま し た 。  

 

 な お 、 今 回 の 改 正 で 入 札 書 以 外 の 申 請 書 等 に つ い て も 一 部

代 表 者 印 の 押 印 を 求 め な い こ と と し ま し た 。  

 

 ま た 、 民 間 流 通 麦 の 売 り 手 及 び 買 い 手 の 方 々 に は 、 入 札 関

係 書 類 を 送 付 す る 際 、 改 め て 今 回 の 改 正 内 容 を 連 絡 す る こ と

と し て い ま す 。  

 

 


